
平
成
三
十
年
三
月
十
六
日
受
領

答

弁

第

一

二

四

号

内
閣
衆
質
一
九
六
第
一
二
四
号

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
加
害
者
に
よ
る
Ｄ
Ｖ
等
被
害
者
の
子
の
戸
籍
謄
本
の
写
し
の
交
付
請
求
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
加
害
者
に
よ
る
Ｄ
Ｖ
等
被
害
者
の
子
の
戸
籍
謄
本
の
写
し
の
交
付
請
求
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
戸
籍
謄
本
等
の
交
付
の
請
求
を
拒

む
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
他
人
に
知
ら
れ
た
く
な
い
と
思
わ
れ
る
事
項
を
み
だ
り
に
探
索
し
又
は
こ
れ
を
公

表
す
る
な
ど
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
に
つ
な
が
る
も
の
そ
の
他
戸
籍
の
公
開
制
度
の
趣
旨
を
逸
脱
し
て
戸
籍
謄
本
等
を
不
当

に
利
用
す
る
場
合
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
個
別
具
体
的
な
事
案
に

つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
戸
籍
謄
本
等
の
交
付
の
請
求
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
を
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。

三
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
加
害
者
」
か
ら
の
戸
籍
謄
本
等
の
交
付
の
請
求
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
戸
籍
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
事
案
に
応
じ
た
適
切
な
対
応
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
き
て
い
る
が
、
引
き
続
き
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。


